
金城学院大学学則 
 

（1949 年２月 21 日認可） 

2025 年４月１日施行 

第１章 総則 
 

（目的） 

第１条 本学は、福音主義のキリスト教に基づき、学校教育法にのっとり、女性に広く知識を授ける

とともに、深く専門の学芸を教授研究し、もって真理と正義を愛し、世界の平和と人類の福祉に

貢献する人物を養成することを目的とする。 

（自己評価） 

第２条 本学は、前条の目的を達成するため、教育研究活動の点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価の組織及び方法は、これを別に定める。 

（名称） 

第３条 本学は、金城学院大学と称する。 

（所在地） 

第４条 本学の所在地は、名古屋市守山区大森二丁目 1723 番地とする。 

（学部・学科） 

第５条 本学に、次の学部、学科及びコースを置く。

文学部 日本語日本文化学科 

英語英米文化学科 

外国語コミュニケーション学科

音楽芸術学科 

生活環境学部 生活マネジメント学科 

環境デザイン学科

食環境栄養学科 

国際情報学部 国際情報学科 

グローバルスタディーズコース

メディアスタディーズコース 

人間科学部 現代子ども教育学科

多元心理学科 

コミュニティ福祉学科 

薬学部 薬学科 

看護学部 看護学科 

（教育研究上の目的） 

第５条の２ 学部及び学科ごとの教育研究上の目的は、別表１のとおりとする。 

（修業年限及び在学年限） 

第６条 本学の修業年限は、４年とする。ただし、薬学部薬学科は、６年とする。 

２ 在学年限は、８年を越えることができない。ただし、薬学部薬学科は、12 年とする。 

（学生定員） 



第７条 本学各学部各学科の定員は、次のとおりとする。  

学部学科名 

文学部 日本語日本文化学科

英語英米文化学科 

外国語コミュニケーション学科

音楽芸術学科 

計 

生活環境学部 生活マネジメント学科 

環境デザイン学科

食環境栄養学科 

計 
 
 

国際情報学部 国際情報学科 

グローバルスタディーズコース 

入学定員 

70 名 

90 名 

80 名 

45 名 

285 名 

70 名 

80 名 

80 名 

230 名 

（１年次） 

 
 

85 名 

編入学定員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３年次） 

 
 

５名 

収容定員 

280 名 

360 名 

320 名 

180 名 

1,140 名 

280 名 

320 名 

320 名 

920 名 

 

 

 
350 名 

メディアスタディーズコース 85 名 ５名 350 名 

計 170 名 10 名 700 名 

人間科学部 現代子ども教育学科 120 名 ５名 490 名 

多元心理学科 110 名 ５名 450 名 

コミュニティ福祉学科 75 名 ５名 310 名 

計 

薬学部 薬学科

計 

看護学部 看護学科

計 

総計 

305 名 

150 名 

150 名 

100 名 

100 名 

1,240 名 

15 名 

 

 

 

 

 

 

25 名 

1,250 名 

900 名 

900 名 

400 名 

400 名 

5,310 名 

第２章 学年、学期及び休業日    

 

（学年、学期及び１年間の授業等の期間） 

第８条 本学の学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終る。 

２ 学年は、次の２学期に分ける。 

前期 ４月１日から９月 15 日まで 

後期 ９月 16 日から翌年３月 31 日まで 

３ １年間の授業等を行う期間は、35 週間にわたることを原則とする。 

（休業日） 

第９条 休業日は、次のとおりとする。 

（１） 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

（２） 日曜日 

（３） 学院創立記念日（10 月 15 日） 



（４） 夏期休業日 ８月１日から９月 15 日まで 

（５） 冬期休業日 12 月 25 日から翌年１月 10 日まで 

（６） 学年末休業日 ３月 20 日から３月 31 日まで 

２ 学長は、必要がある場合、第１項に定める休業日を変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は臨時の休業日を定めることができる。 

第３章 授業科目、単位数及び履修方法 

（授業科目の区分） 

第 10 条 授業科目は、共通教育科目、専門教育科目及び各教科の指導法・教育の基礎的理解に関する

科目等に分ける。 

２ 前項に規定するもののほか、外国人である留学生（以下「外国人留学生」という。）に対して日

本語科目及び日本事情に関する科目を開設する。 

３ 外国人留学生以外の学生で、本学が必要と認める場合には、前項を準用する。 

（授業科目の科目名及び単位数） 

第 11 条 授業科目の科目名及び単位数は、別表２のとおりとする。 

（必修科目及び選択科目） 

第 12 条 授業科目は、必修又は選択科目のいずれかであるものとする。 

２ 授業科目が必修であるか、選択であるかは、これを別に定める。 

（副専攻） 

第 12 条の２ 本学に、副専攻を置くことができる。 

２ 副専攻に関して必要な事項は、これを別に定める。 

（履修方法） 

第 13 条 履修方法は、これを別に定める。 

（卒業に必要な最低修得単位数） 

第 14 条 卒業に必要な最低修得単位数は、別表３のとおりとする。 

 （授業の方法） 

第 14 条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併

用により行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 卒業に必要な所定の単位数のうち、第２項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60 

単位を超えないものとする。 

（他大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第 15 条 教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより他の大学又は短期大学におい

て履修した授業科目について修得した単位を、60 単位を超えない範囲で本学における授業科目の履

修により修得したものとみなすことがある。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 

３ 前２項の規定の施行については、これを別に定める。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第 16 条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修そ

の他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるとこ

ろにより単位を与えることがある。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条第１項及び第２項により本学において修得したも



のとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

３ 前２項の規定の施行については、これを別に定める。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第 17 条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した

授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得したものを含む。）を、本学に入学した

後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本

学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることがある。 

３  前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合

を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第 15 条第１項及び第２項並びに前条

第１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

４ 前３項の規定の施行については、これを別に定める。 

（単位計算方法） 

第 18 条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成する

ことを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考

慮して、次の基準により計算するものとする。 

（１） 講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの授業をもって１単位とする。 

（２） 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの授業をもって１単位とす 

る。ただし、文学部音楽芸術学科における個人指導による実技の授業については、５時間

から８時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修

の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考

慮して、教授会の議を経て、単位数を定めるものとする。 

（教育職員免許状） 

第 19 条 教育職員免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法及び同関係諸法令に定められ

た単位を修得するものとする。 

２ 本学において取得できる教育職員免許状は、次のとおりとする。 
 

区 分 免許状の種類 教 科 

文学部 日本語日本文化学科 高等学校教諭１種免許状

高等学校教諭１種免許状

中学校教諭１種免許状 

国語

書道

国語 

英語英米文化学科 高等学校教諭１種免許状

中学校教諭１種免許状 

外国語（英語） 

外国語（英語） 

外国語コミュニケーション学科 高等学校教諭１種免許状

中学校教諭１種免許状 

外国語（英語） 

外国語（英語） 

音楽芸術学科 高等学校教諭１種免許状

中学校教諭１種免許状 

音楽

音楽 

生活環境学部 生活マネジメント学科 高等学校教諭１種免許状

高等学校教諭１種免許状

中学校教諭１種免許状 

家庭

情報

家庭 

環境デザイン学科 高等学校教諭１種免許状

中学校教諭１種免許状 

家庭

家庭 



 食環境栄養学科 栄養教諭１種免許状  

国際情報学部 国際情報学科 

グローバルスタディーズコース 

高等学校教諭１種免許状

高等学校教諭１種免許状

中学校教諭１種免許状 

地理歴史

公民 

社会 

国際情報学科 

メディアスタディーズコース 

高等学校教諭１種免許状 情報 

人間科学部 現代子ども教育学科 中学校教諭１種免許状

小学校教諭１種免許状

幼稚園教諭１種免許状 

外国語（英語） 

コミュニティ福祉学科 高等学校教諭１種免許状 福祉 

薬学部 薬学科 高等学校教諭１種免許状

中学校教諭１種免許状 

理科

理科 

３ 前項の教育職員免許状を取得するための科目の履修方法は、これを別に定める。 

（博物館学芸員資格） 

第 20 条 博物館学芸員の資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目をあわせて履修するもの

とする。 

（社会福祉士受験資格） 

第 21 条 社会福祉士の受験資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目をあわせて履修するも

のとする。 

（図書館司書資格） 

第 22 条 図書館司書の資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目をあわせて履修するものと

する。 

（司書教諭資格） 

第 23 条 司書教諭の資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目をあわせて履修するものとす

る。 

（二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格） 

第 23 条の２ 二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を取得しようとする者は、別に定める授

業科目をあわせて履修するものとする。 

（管理栄養士受験資格及び栄養士免許） 

第 24 条 管理栄養士受験資格及び栄養士免許証授与の所要資格を取得しようとする者は、別表４に示

す授業科目を履修しなければならない。 

２ 管理栄養士国家試験受験及び栄養士免許申請に関する単位履修証明書は、別表５のとおりとする。 

（食品衛生監視員資格） 

第 25 条 食品衛生監視員の資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目をあわせて履修するも

のとする。 

（食品衛生管理者資格） 



第 26 条 食品衛生管理者の資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目をあわせて履修するも

のとする。 

（保育士資格） 

第 27 条 保育士の資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目をあわせて履修するものとする。 

（精神保健福祉士受験資格） 

第 28 条 精神保健福祉士受験資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目をあわせて履修する

ものとする。 

（公認心理師受験資格） 

第 28 条の２ 公認心理師の受験資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目をあわせて履修す

るものとする。 

（授業科目の配当及び授業時間数） 

第 29 条 毎学年における科目の配当及び授業時間数は、教授会がこれを定める。 

（開講科目・講義題目等） 

第 30 条 毎学年の始めに、その学年に教授する科目の種類、講義題目、授業時間数、授業担当者を公

示する。ただし、臨時講義については、教授会で随時これを定める。 

（履修届） 

第 31 条 学生は、毎学期の指定期限までに、履修する科目を選定し、届け出なければならない。第

４章 入学、再入学、退学、休学、編入学、転学、留学、賞罰及び除籍 

（入学の時期） 

第 32 条 入学の期日は、学年の始めとする。 

（入学資格） 

第 33 条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する女性でなければならない。 

（１） 高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課

程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

（２） 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定した者 

（３） 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

（４） 文部科学大臣の指定した者 

（５） 大学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省令第 13 号）により文部科学大臣の行う大学入学

資格検定に合格した者 

（６） その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学において

認めた者 

２ 前項各号の定めにかかわらず、過去に第 46 条により懲戒を受けた者は、学長の判断により、本学

への入学を認めないことがある。 

（入学の許可） 

第 34 条 本学に入学を許可される者は、所定の入学試験に合格した者に限る。 



（再入学） 

第 35 条 正当なる理由により退学した者が、再入学を志願したときは、選考の上これを許可すること

がある。 

２ 前項に定める再入学に関する規程は、これを別に定める。 

３ 第１項の定めにかかわらず、過去に第 46 条により懲戒を受けた者は、学長の判断により、再入学

を認めないことがある。 

（入学出願の手続き） 

第 36 条 本学への入学を志願する者は、次の書類に別記に定める検定料を添えて、所定の期日までに

願い出なければならない。 

（１）  本学所定の入学願書 

（２） 卒業又は卒業見込みに関する当該学校長の証明書 

（３） 在学中の当該学校長の調査書 

（入学の手続き） 

第 37 条 入学を許可された者は、本学所定の用紙に記入した、保証人連署の誓約書及び住民票に別記

に定める入学金及びその他の所定の学納金を添えて、指定の期日までに提出しなければならない。 

（保証人） 

第 38 条 保証人は、独立の生計を営む満 25 歳以上の者で、確実に保証人の責務を履行し得る者でな

ければならない。 

２ 学長が不適当と認めた場合には、その変更を命ずることがある。 

３ 保証人が死亡又はその他の理由でその責務を果し得ないときは、新たに保証人を選定して、直ち

に届け出なければならない。 

４ 保証人が転居した場合又は保証人を変更した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。 

（退学） 

第 39 条 退学しようとする者は、その理由を付して、保証人連署で願い出なければならない。 

（休学） 

第 40 条  病気又はその他の理由で引続き２カ月以上登校困難な者は、あらかじめその理由を付して、

学長に願い出て、その許可を得て休学することができる。ただし、入学初年次の前期については、

その理由が病気又は留学等の場合を除き休学は許可されない。 

２ 休学は、当該学期の授業開始 11 週間を経た後は、願い出ることができない。 

３ 休学は、１年以上にわたることができない。ただし、特別の事情のある者は、引続き許可するこ

とがある。 

４ 休学期間は通算して４年（薬学部薬学科においては６年）を超えることができない。 

５ 休学期間は、在学年数に通算しない。 

（編入学） 

第 41 条 次の各号の一に該当する者が本学への編入学を志願するときは、選考の上、相当年次に入学

を許可することがある。 

（１）  大学を卒業した者 



（２） 大学に２年以上在学して 62 単位以上を修得した者 

（３） 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

（４） 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者（ただ

し、学校教育法第 90 条第１項に規定する大学入学資格を有するものに限る。） 

（５） 高等学校の専攻科の課程（ただし、修業年限が２年以上であること、その他文部科学大臣

の定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（ただし、学校教育法第 90 条第１ 項

に規定する大学入学資格を有する者に限る。） 

２ 前項各号の定めにかかわらず、薬学部への編入学を志願できるのは、薬学部又は薬学部と同等の

カリキュラム内容を持つ学部に所属し、３年以上在学した者とする。 

３ 編入学者の入学以前の既修得単位の認定は、当該学部教授会においてこれを行う。 

４ 第１項各号又は第２項の定めにかかわらず、過去に第 46 条により懲戒を受けた者は、学長の判断

により、本学への編入学を認めないことがある。 

（転学） 

第 42 条 他の大学に転学を志願する者は、あらかじめその理由を付して学長に願い出て、その許可を

得なければならない。 

（転学部・転学科） 

第 43 条 本学学生が、他の学部又は他の学科に、転学部又は転学科を志願したときは、選考の上これ

を許可することがある。 

２ 前項に定める転学部・転学科に関する規程は、これを別に定める。 

（留学） 

第 44 条 国内外の大学又は短期大学への留学を志願する者は、学長に願い出て、その許可を得て留学

することができる。 

２ 前項による留学の期間は原則として１年以内とする。 

３ 前項の留学期間は在学年数に算入する。 

４ 前３項による留学に関する規程は、これを別に定める。 

（賞罰） 

第 45 条 他の学生の模範となる学生があったときは、これを表彰することがある。 

第 46 条 本学の規則命令にそむき又は学生の本分に反する行為があったときは、その学生を懲戒する。 

２ 懲戒は訓告、停学及び退学とする。 

第 47 条 次の各号の一に該当する者には、退学を命ずることがある。 

（１）  性行不良で、改善の見込みがないと認められた者 

（２）  学力劣等で、成業の見込みがないと認められた者 

（３） 正当な理由がなくて出席常ならない者 

（４） 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した行為があった者 

（除籍） 

第 48 条 次の各号の一に該当する者は、除籍することがある。 

（１） 第６条に定める在学年限を超えた者 

（２） 第 40 条第２項に定める休学の期間を超えてなお復学できない者 



（３） 授業料及びその他の所定の学納金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

（４） 長期間にわたって行方不明の者 

（５） 在学中に死亡した者 

（学生身分に関する決裁） 

第 49 条 入学、退学、休学、転学、賞罰及び除籍は、教授会の議を経て学長がこれを行う。 

第５章 試験、卒業及び学位 

（試験） 

第 50 条 所定の科目の履修者に対して、試験を行う。試験は、筆記試験のほか、レポート、口頭試問

等で行うことができる。 

（成績評価） 

第 51 条 各科目の試験等の結果は、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＦで評価し、ＡＡ、Ａ、Ｂ及びＣを合格と

する。なお、評価に対する評点については、これを別に定める。 

２ 実際に行った授業回数の３分の１以上欠席した場合は、失格とする。 

（進級制限） 

第 51 条の２ 進級制限を設けることがある。進級制限に関する基準は、進級制限を行う学部がこれを

定める。 

（卒業の認定） 

第 52 条 本学に４年（薬学部薬学科においては６年）以上在学し、所定の単位を修得した者には、卒

業を認定する。 

（学位） 

第 53 条 本学を卒業した者には、金城学院大学学位規程の定めるところにより学士の学位を授与する。 

第６章 授業料及びその他の学納金 
 

（授業料等の学納金） 

第 54 条 学生は、授業料及びその他の所定の学納金を納付しなければならない。 

２ 前項の授業料及びその他の所定の学納金の金額、納付方法、期日等は、第 37 条及び第 55 条から

第 57 条並びに別記によるほか、これを別に定める。 

第 55 条 既に納付した授業料及びその他の所定の学納金は、事情の如何にかかわらずこれを返却しな

い。 

２ 前項にかかわらず、第 48 条第５号により除籍された場合に限り、その学期分の授業料及びその他の

所定の学納金は徴収しない。なお、納付が済んでいる場合は返却する。 

（在籍料） 

第 56 条 休学期間中は、授業料及びその他の所定の学納金に代えて在籍料を納付しなければならない。 

２ 授業開始８週間以内に休学を願い出た場合の当該学期の在籍料は、半期 50,000 円とする。 

３ 授業開始８週間を経た後、11 週間以内に休学を願い出た場合の当該学期の在籍料は、授業料の半

額相当額とする。 



（在学料） 

第 56 条の２ 在学年数が４年（薬学部薬学科においては６年）を超える者、及び進級制限を受け同じ

学年に留まる者は、授業料及びその他の所定の学納金に代えて在学料を納付しなければならない。 

２ 卒業要件又は進級要件上の不足単位数が９単位以内の者の在学料は、授業料の半額相当額とする。 

３ 前項以外の者の在学料は、授業料及びその他の所定の学納金と同額とする。 

第 57 条 学期の途中で退学する者は、その学期分の授業料及びその他の所定の学納金を納付しなけれ

ばならない。 

第７章 職員組織 
 

（職員） 

第 58 条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、事務職員、その他必要な職員を置く。 

２ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

第 58 条の２ 本学に副学長、学部長、教務部長、学生部長及びその他必要な役職を置く。 

２ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

３ 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。 

４ 前各項のほか、その他必要な役職については、これを別に定める。 

第８章 教授会 

（教授会） 

第 59 条 本学の各学部にそれぞれの教授会を置く。 

２ 各学部の教授会の運営についての規程は、これを別に定める。 

第 60 条 各学部教授会は、次の事項を審議する。 

（１） 学則の改正 

（２） 教育課程に関する事項 

（３） 教員の人事に関する事項 

（４） 学生の入学、再入学、退学、休学、編入学、転学、留学、賞罰及び除籍に関する事項 

（５） 学生の試験、単位認定、卒業及び学位の授与に関する事項 

（６） 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び外国人留学生の取扱いに関する事項 

（７） その他教育研究に関する重要な事項 

第 60 条の２ 各学部教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるもの

とする。 

（１） 学生の入学、卒業 

（２） 学位の授与 

（３） 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが

必要なものとして学長が定めるもの 

第９章 大学評議会 
 

第 61 条 本学に、各学部に共通する事項について審議する機関として、大学評議会を置く。 



２ 大学評議会についての規程は、これを別に定める。 
 

第 10 章 科目等履修生、聴講生、外国人留学生及び特別聴講学生 
 

（科目等履修生） 

第 62 条 本学所定の授業科目のうち１科目又はそれ以上の科目の履修を志願する者があるときは、教

授会において選考の上、科目等履修生としてその履修を認めることがある。 

２ 科目等履修生に対する単位の授与については、第 50 条及び第 51 条を準用する。 

３ 科目等履修生に関する規程は、これを別に定める。 

（聴講生） 

第 63 条 本学所定の授業科目のうち１科目又はそれ以上の科目の聴講を志願する者があるときは、教

授会において選考の上、聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生は定員外とする。 

３ 聴講生の単位修得は、これを認めない。 

４ 聴講生に関する規程は、これを別に定める。 

（外国人留学生） 

第 64 条 外国人で留学生として入学を志願する者があるときは、教授会において選考の上これを許可

することがある。 

２ 外国人留学生にはこの学則の条項を準用する。 

３ 外国人留学生に関する規程は、これを別に定める。 

（特別聴講学生） 

第 65 条 他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）との協議により、当該大学に在

学中で本学の授業科目の履修を志願する者がある時は、教授会において選考の上、特別聴講学生と

してこれを許可する。 

２ 特別聴講学生で聴講科目について試験に合格した者には、単位の修得を認定する。 

３ 特別聴講学生に関する規程は、これを別に定める。 

第 11 章 図書館 

（図書館） 

第 66 条 本学に附属図書館を置く。 

２ 図書館に関する規程は、これを別に定める。 

第 12 章 附置研究施設 

（附置研究施設） 

第 67 条 本学に附置研究施設を置く。 

２ 附置研究施設に関する規程は、これを別に定める。 

第 13 章 附置相談室 

（附置心理臨床相談室） 

第 68 条 本学に附置心理臨床相談室を置く。 

２ 附置心理臨床相談室に関する規程は、これを別に定める。 



第 14 章 学生寮 
 

（学生寮） 

第 69 条 本学に学生寮を置くことがある。 

第 15 章 学則の改正 

（学則の改正） 

第 70 条 この学則の改正は、各学部教授会及び大学評議会の審議に基づき、理事会の議決を経てこれ

を行う。 

 

附 則 
 

この学則は、1949 年２月 21 日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1952 年４月 18 日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1954 年６月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1957 年５月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1960 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1962 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1963 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1965 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1966 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1967 年４月１日から施行する。 



附 則 
 

この学則は、1968 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1969 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1970 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1970 年５月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1971 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1972 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1973 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1974 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1975 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1976 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1976 年６月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1977 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1978 年４月１日から施行する。 



附 則 
 

この学則は、1978 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1979 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1980 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1981 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1982 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1983 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1984 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1985 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1986 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1987 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1988 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1989 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1990 年４月１日から施行する。 



附 則 
 

この学則は、1991 年（平成３年）４月１日から施行し、1991 年度（平成３年度）入学者から適

用する。ただし、第７条の規定にかかわらず、1991 年度（平成３年度）から 1999 年度（平成 11 

年度）までの入学定員は、次のとおりとする。 

学部学科名 

文学部 

 
国文学科

英文学科 

社会学科 

入学定員 

110 名 

110 名 

120 名 

 計 340 名 

家政学部 家政学科 100 名 

 児童学科 100 名 

 計 200 名 

 

 

附 則 

総計 540 名 

 

この学則は、1991 年４月１日から施行する。ただし、別表１－３及び第 18 条は、1990 年４月

入学者より適用する。 

 

附 則 
 

この学則は、1991 年７月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1992 年（平成４年）４月１日から施行し、1992 年度（平成４年度）入学者から適

用する。ただし、第７条及び前附則に規定の入学定員にかかわらず、1992 年度（平成４年度）か

ら 1999 年度（平成 11 年度）までの入学定員は、次のとおりとする。 

学部学科名 

文学部 

 
国文学科 

英文学科

社会学科 

入学定員 

110 名 

110 名 

120 名 

 計 340 名 

家政学部 家政学科 80 名 

 生活経営学科 80 名 

 児童学科 80 名 

 計 240 名 

 

 

附 則 

総計 580 名 

 

この学則は、1993 年４月１日から施行する。 



附 則 
 

この学則は、1994 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1995 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

この学則は、1996 年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 

１ この学則は、1997 年（平成９年）４月１日から施行し、1997 年度（平成９年度）入学者から適

用する。ただし、第７条及び前附則に規定の入学定員にかかわらず、1997 年度（平成９年度）か

ら 1999 年度（平成 11 年度）までの文学部、家政学部及び現代文化学部の入学定員は、次のとお

りとする。 

 
学部学科名 

文学部 

 
国文学科

英文学科 

言語文化学科 

入学定員 

110 名 

110 名 

70 名 

 計 290 名 

家政学部 家政学科 80 名 

 生活経営学科 80 名 

 児童学科 80 名 

 計 240 名 

現代文化学部 国際社会学科 75 名 

 情報文化学科 65 名 

 福祉社会学科 75 名 

 計 215 名 

 総計 745 名 

 
 

２ 第５条及び第 18 条の規定にかかわらず、文学部社会学科は在学生が卒業するまでのあいだ存続し、

在学生の卒業を待って廃止する。なお、廃止までのあいだは、従前の学則の規定に従う。 

 

附 則 
 

１  この学則は、1998 年（平成 10 年）４月１日から施行する。ただし、第５条の規定にかかわらず、

国文学科については、1998 年（平成 10 年）３月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学

しなくなる日までの間、存続するものとする。 



２ 第７条及び前附則に規定の入学定員にかかわらず、1998 年度（平成 10 年度）から 1999 年度 

（平成 11 年度）までの文学部、家政学部及び現代文化学部の入学定員は、次のとおりとする。 

 
 

学部学科名 

文学部 

 
日本文学科

英文学科 

言語文化学科 

入学定員 

110 名 

110 名 

70 名 

 計 290 名 

家政学部 家政学科 80 名 

 生活経営学科 80 名 

 児童学科 80 名 

 計 240 名 

現代文化学部 国際社会学科 75 名 

 情報文化学科 65 名 

 福祉社会学科 75 名 

 計 215 名 

 

 

附 則 

総計 745 名 

 

１ この学則は、2000 年（平成 12 年）４月１日から施行し、2000 年度（平成 12 年度）入学者から

適用する。ただし、第７条に規定の入学定員にかかわらず、2000 年度（平成 12 年度）から 2003 

年度（平成 15 年度）までの文学部、家政学部及び現代文化学部の入学定員は、次のとおりとする。 
 

 
 

学部学科名 

2000 年度 

（平成 12 年

度） 

2001 年度 

（平成 13 年

度） 

2002 年度 

（平成 14 年

度） 

2003 年度 

（平成 15 年

度） 

入学定員 入学定員 入学定員 入学定員 

文学部 日本文学科 98 名 86 名 80 名 80 名 

英文学科 104 名 98 名 86 名 80 名 

言語文化学科 70 名 70 名 70 名 70 名 

計 272 名 254 名 236 名 230 名 

家政学部 家政学科 80 名 80 名 80 名 76 名 

生活経営学科 80 名 80 名 80 名 76 名 

児童学科 80 名 80 名 80 名 76 名 

計 240 名 240 名 240 名 228 名 

現代文化学部 国際社会学科 75 名 75 名 75 名 75 名 

情報文化学科 65 名 65 名 65 名 65 名 

福祉社会学科 75 名 75 名 75 名 75 名 

計 215 名 215 名 215 名 215 名 



総計 727 名 709 名 691 名 673 名 

２  第 10 条第３項、第 11 条（教養教育科目のうち、○を付した科目に限る。）、第 15 条、第 16 

条、第 17 条、第 18 条、第 24 条及び第 37 条は、2000 年（平成 12 年）４月１日から在学生全員に

適用する。 

 

附 則 
 

この学則は、2001 年４月１日から施行し、2001 年度入学者から適用する。ただし、第 19 条第２

項表中の現代文化学部情報文化学科の高等学校教諭１種免許状「情報」の普通免許状授与の所要

資格を得させるための課程は、2000 年度入学者から適用する。 

 

附 則 
 

１ この学則は、2002 年（平成 14 年）４月１日から施行し、2002 年度（平成 14 年度）入学者から

適用する。ただし、第７条に規定の入学定員にかかわらず、2002 年度（平成 14 年度）から 2003 

年度（平成 15 年度）までの文学部、生活環境学部及び人間科学部の入学定員及び 2004 年度（平

成 16 年度）以降の各学部の入学定員は、次のとおりとする。 
 

 
 

学部学科名 

2002 年度 

（平成 14 年

度） 

2003 年度 

（平成 15 年

度） 

2004 年度 

（平成 16 年

度以降） 

入学定員 入学定員 入学定員 

文学部 日本語日本文化学科 70 名 70 名 70 名 

英語英米文化学科 96 名 90 名 90 名 

言語文化学科 80 名 80 名 80 名 

計 246 名 240 名 240 名 

生活環境学部 生活環境情報学科 90 名 86 名 80 名 

環境デザイン学科 90 名 86 名 80 名 

食環境栄養学科 80 名 80 名 80 名 

計 260 名 252 名 240 名 

現代文化学部 国際社会学科 85 名 85 名 85 名 

情報文化学科 95 名 95 名 95 名 

福祉社会学科 85 名 85 名 85 名 

計 265 名 265 名 265 名 

人間科学部 現代子ども学科 100 名 96 名 90 名 

心理学科 社会心理学専攻 60 名 60 名 60 名 

臨床心理学専攻 50 名 50 名 50 名 

芸術表現療法学科 50 名 50 名 50 名 

計 260 名 256 名 250 名 

総計 1,031 名 1,013 名 995 名 

２ 第５条及び第 19 条の規定にかかわらず、家政学部家政学科及び児童学科は在学生が卒するまでの

間存続し、在学生の卒業を待って廃止する。なお、廃止までの間は従前の学則の規定に従う。 



３ 第５条及び第 19 条の規定にかかわらず、文学部日本文学科、英文学科、家政学部生活経営学科に

ついては、2002 年（平成 14 年）３月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日

までの間、存続するものとする。 

 

附 則 
 

この学則は、2003 年（平成 15 年）４月１日から施行し、2003 年度（平成 15 年度）入学者から

適用する。ただし、第 24 条については、2002 年度（平成 14 年度）入学者から適用する。 

 

附 則 
 

１ この学則は、2004 年（平成 16 年）４月１日から施行し、2004 年度（平成 16 年度）入学者から

適用する。 

２ 前項にかかわらず、別表１－３（４）及び（８）の「知的財産権論」に変更すること、（６） 

の「特定給食施設実習（１）」、「特定給食施設実習（２）」に変更すること、（８）の「実務

研修」を削除すること、並びに別表３及び４については 2002 年度（平成 14 年度）入学者から適

用する。 

 

附 則 
 

この学則は、2005 年（平成 17 年）４月１日から施行し、2005 年度（平成 17 年度）入学者から

適用する。 

 

附 則 
 

１ この学則は、2005 年（平成 17 年）４月１日から施行し、2005 年度（平成 17 年度）入学者から

適用する。 

２ 第 19 条第２項表中の生活環境学部食環境栄養学科の栄養教諭１種免許状の所要資格を得させるため

の課程は、2004 年度（平成 16 年度）入学者から適用する。 

３ 第 23 条の２については、2002 年度（平成 14 年度）入学者から適用する。 

４ 第 56 条及び第 56 条の２については、2005 年４月１日から在学生全員に適用する。 

５ 別表１－３（６）については、2004 年度（平成 16 年度）入学者から適用する。 

６ 前項にかかわらず、別表１－３（６）の「栄養教育論実習」に変更すること、「臨地実習」に変

更することについては、2003 年度（平成 15 年度）入学者から適用する。 

 

附 則（2005 年７月 25 日理事会） 
 

この学則は、2006 年（平成 18 年）４月１日から施行し、2006 年度（平成 18 年度）入学者から

適用する。 

 

附 則（2006 年３月 27 日理事会） 
 

この学則は、2006 年（平成 18 年）４月１日から施行し、2006 年度（平成 18 年度）入学者から

適用する。ただし、別表１－４については、2004 年度（平成 16 年度）入学者から適用する。 



附 則（2006 年 11 月 27 日理事会） 
 

この学則は、2007 年（平成 19 年）４月１日から施行する。 

 
附 則（2007 年３月 26 日理事会） 

 

１ この学則は、2007 年（平成 19 年）４月１日から施行し、2007 年度（平成 19 年度）入学者から

適用する。 

２ 第 19 条第２項表中の人間科学部現代子ども学科の小学校教諭１種免許状、及び薬学部薬学科の高等

学校教諭１種免許状「理科」、中学校教諭１種免許状「理科」の所要資格を得させるための課程は、

2006 年度（平成 18 年度）入学者から適用する。 

３ 第 40 条第１項及び第 56 条については、2007 年（平成 19 年）４月１日から在学生全員に適用する。 

４ 第 40 条第３項及び第 56 条の２については、2006 年度（平成 18 年度）入学者から適用する。ただ

し、第 56 条の２第１項中の「進級制限を受け同じ学年に留まる者」については、2005 年度 

（平成 17 年度）薬学部薬学科入学者にも適用する。 

５ 別表１－３（２）については、2006 年度（平成 18 年度）入学者から適用する。 

６ 別表１－４については、2006 年度（平成 18 年度）入学者から適用する。 

 
附 則（2007 年 11 月 26 日理事会） 

 

この学則は、2007 年（平成 19 年）11 月 26 日から施行する。ただし、別表３及び別表４につい

ては、2007 年度（平成 19 年度）入学者から適用する。 

 

附 則（2008 年３月 24 日理事会） 
 

この学則は、2008 年（平成 20 年）4 月 1 日から施行し、2008 年度（平成 20 年度）入学者から

適用する。 

 

附 則（2008 年３月 24 日理事会） 
 

１ この学則は、2009 年（平成 21 年）４月１日から施行し、2009 年度（平成 21 年度）入学者から

適用する。 

２ 第７条に規定の収容定員にかかわらず、2009 年度（平成 21 年度）から 2011 年度（平成 23 年度）

までの生活環境学部、現代文化学部及び人間科学部の収容定員及び 2012 年度（平成 24 年度）以

降の各学部の収容定員は、次のとおりとする。 
 

 
 

学 

 
 

部 

 
 

学 

 
 

科 

 
 

名 

2009 年度 

（平成 21 年

度） 

2010 年度 

（平成 22 年

度） 

2011 年度 

（平成 23 年

度） 

2012 年度 

（平成 24 年度以

降） 

収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

 

 

文学部 

日本語日本文化学科 ２８０名 ２８０名 ２８０名 ２８０名 

英語英米文化学科 ３６０名 ３６０名 ３６０名 ３６０名 

外国語コミュニケーショ

ン学科 
３２０名 ３２０名 ３２０名 ３２０名 



 計 ９６０名 ９６０名 ９６０名 ９６０名

 

生活環境

学部 

生活環境情報学科 ３１０名 ３００名 ２９０名 ２８０名

環境デザイン学科 ３２０名 ３２０名 ３２０名 ３２０名

食環境栄養学科 ３２０名 ３２０名 ３２０名 ３２０名

計 ９５０名 ９４０名 ９３０名 ９２０名

 

現代文化

学部 

国際社会学科 ３４５名 ３４０名 ３３５名 ３３０名

情報文化学科 ３８５名 ３８０名 ３７５名 ３７０名

福祉社会学科 ３４０名 ３３０名 ３２０名 ３１０名

計 １，０７０名 １，０５０名 １，０３０名 １，０１０名

 

 

 
人間科学

部 

現代子ども学科 ４００名 ４３０名 ４６０名 ４９０名

 
 

心理学科 

社会心理学専

攻 
２４４名 ２４４名 ２４４名 ２４４名

臨床心理学専

攻 
２０６名 ２０６名 ２０６名 ２０６名

芸術・芸術療法学科 ２１０名 ２１０名 ２１０名 ２１０名

計 １，０６０名 １，０９０名 １，１２０名 １，１５０名

 

薬学部 
薬学科 ７５０名 ９００名 ９００名 ９００名

計 ７５０名 ９００名 ９００名 ９００名

総 計 ４，７９０名４，９４０名 ４，９４０名 ４，９４０名

３ 第５条、第７条及び第 19 条の規定にかかわらず、文学部言語文化学科、人間科学部芸術表現療法

学科については、2009 年（平成 21 年）３月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなく

なる日までの間、存続するものとする。 

 

附 則（2009 年３月 23 日理事会） 
 

この学則は、2009 年（平成 21 年）４月１日から施行し、2009 年度（平成 21 年度）入学者から

適用する。 

 

附 則（2009 年３月 23 日理事会） 
 

１ この学則は、2010 年（平成 22 年）４月１日から施行し、2010 年度（平成 22 年度）入学者から

適用する。 

２ 第５条、第７条及び第 19 条の規定にかかわらず、生活環境学部生活環境情報学科及び現代文化学部

福祉社会学科については、2010 年（平成 22 年）３月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に

在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

 

附 則（2010 年３月 29 日理事会） 
 

１ この学則は、2010 年（平成 22 年）４月１日から施行し、2010 年度（平成 22 年度）入学者から

適用する。 

２ 第８条第３項及び第 50 条については、2010 年４月１日から在学生全員に適用する。 

附 則（2010 年３月 29 日理事会） 



１ この学則は、2011 年（平成 23 年）４月１日から施行し、2011 年度（平成 23 年度）入学者から

適用する。 

２ 第５条、第７条及び第 19 条の規定にかかわらず、人間科学部心理学科社会心理学専攻及び臨床心理

学専攻については、2011 年（平成 23 年）３月 31 日に当該学科専攻に在学する者が当該学科専攻に

在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

 

附 則（2011 年３月 28 日理事会） 
 

１ この学則は、2011 年（平成 23 年）４月１日から施行し、2011 年度（平成 23 年）入学者から適

用する。 

２ 別表２ 授業科目 １共通教育科目 Ⅵアクティブ・ラーニング科目 ⑪プロジェクト科目のうち、 

「異文化体験」「ボランティア活動」「学生プロジェクト」の３科目については、2010 年度以前

の入学生にも適用し、修得した単位は総合教育科目又は自由履修の単位数に含めることができる。 

３ 別表３  卒業に必要な最低修得単位数のうち、食環境栄養学科の専門教育科目の単位数について

は 2008 年度入学者から適用する。 

 

附 則（2011 年３月 28 日理事会） 
 

１ この学則は、2012 年（平成 24 年）４月１日から施行し、2012 年度（平成 24 年度）入学者から

適用する。 

２ 第５条、第７条及び第 19 条の規定にかかわらず、現代文化学部国際社会学科、情報文化学科及びコ

ミュニティ福祉学科については、2012 年（平成 24 年）３月 31 日に当該学科に在学する者が当該

学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

 

附 則（2011 年５月 23 日理事会） 
 

この学則は、2011 年（平成 23 年）５月 23 日から施行し、2011 年度（平成 23 年度）入学者から

適用する。 

 

附 則（2012 年３月 26 日理事会） 
 

この学則は、2012 年（平成 24 年）４月１日から施行し、2012 年度（平成 24 年度）入学者から

適用する。 

 

附 則（2012 年３月 26 日理事会） 
 

１ この学則は、2013 年（平成 25 年）４月１日から施行し、2013 年度（平成 25 年度）入学者から

適用する。 

２ 第５条、第７条及び第 19 条の規定にかかわらず、人間科学部芸術・芸術療法学科については、2013 

年（平成 25 年）３月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続

するものとする。 

 

附 則（2013 年３月 25 日理事会） 



１ この学則は、2013 年（平成 25 年）４月１日から施行し、2013 年度（平成 25 年度）入学者から

適用する。 

２ 第 51 条については、在学生全員に適用する。 

 
附 則（2014 年３月 31 日理事会） 

 

この学則は、2014 年（平成 26 年）４月１日から施行する。 

 
附 則（2014 年５月 26 日理事会） 

 

この学則は、2015 年（平成 27 年）４月１日から施行する。 

 
附 則（2015 年３月 30 日理事会） 

 

１ この学則は、2015 年（平成 27 年）４月１日から施行する。 

２ 別表２及び別表３については、2015 年度（平成 27 年度）入学者から適用する。 

 
附 則（2015 年３月 30 日理事会） 

 

この学則は、2016 年（平成 28 年）４月１日から施行し、2016 年度（平成 28 年度）入学者から

適用する。 

 

附 則（2016 年３月 28 日理事会） 
 

この学則は、2016 年（平成 28 年）４月１日から施行する。 

 
附 則（2017 年３月 27 日理事会） 

 

１ この学則は、2017 年（平成 29 年）４月１日から施行する。 

２ 第 12 条の２、別表２及び別表３については、2017 年度（平成 29 年度）入学者から適用する。 

 
附 則（2017 年 11 月 27 日理事会） 

 

１ この学則は、2018 年（平成 30 年）４月１日から施行する。 

２ 別表２については、2018 年度（平成 30 年度）入学者から適用する。 

 
附 則（2018 年３月 26 日理事会） 

 

１ この学則は、2018 年（平成 30 年）４月１日から施行する。 

２ 別表２及び別表７については、2018 年度（平成 30 年度）入学者から適用する。 

 
附 則（2018 年３月 26 日理事会） 

 

１ この学則は、2019 年（平成 31 年）４月１日から施行し、2019 年度（平成 31 年度）入学者から

適用する。 

２ 第５条、第７条及び第 19 条の規定にかかわらず、人間科学部現代子ども学科については、2019 年

（平成 31 年）３月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続す

るものとする。 



附 則（2019 年３月 25 日理事会） 
 

１ この学則は、2019 年（平成 31 年）４月１日から施行し、2019 年度（平成 31 年度）入学者から

適用する。 

２ 第 28 条の２については、2018 年度（平成 30 年度）入学者から適用する。 

 
附 則 (2019 年５月 27 日理事会) 

 

この学則は、2020 年(令和２年)４月１日から施行し、2020 年度(令和２年度)入学者から適用す

る。 

 

附 則 (2020 年３月 30 日理事会) 
 

この学則は、2020 年(令和２年)４月１日から施行し、2020 年度(令和２年度)入学者から適用す

る。 

 

附 則 (2021 年３月 29 日理事会) 
 

この学則は、2021 年（令和３年)４月１日から施行し、2021 年度(令和３年度)入学者から適用す

る。 

 

附 則 (2021 年３月８日理事会) 
 

この学則は、2022 年(令和４年)４月１日から施行し、2022 年度(令和４年度)入学者から適用す

る。 

 

附 則 (2022 年３月 28 日理事会) 
 

１ この学則は、2022 年(令和４年)４月１日から施行する。 

２ 第 33 条第２項、第 35 条第３項、第 41 条第４項及び別表２については、2022 年度(令和４年度) 

入学者から適用する。 

 
附 則 (2023 年３月 27 日理事会) 

 

１ この学則は、2023 年(令和５年)４月１日から施行する。 
 

２ 別表１における現代子ども教育学科の教育研究上の目的については、2019 年度（平成 31 年度）入

学者から適用する。 

３ 別表２については、2023 年度(令和５年度)入学者から適用する。 

 
附 則 (2024 年３月 25 日理事会) 

 

１ この学則は、2024 年(令和６年)４月１日から施行する。 
 

２ 別表１における薬学科の教育研究上目的については、2024年度(令和６年度)入学者から適用

する。 

 
附 則 (2025 年３月 24 日理事会) 

 

１ この学則は、2025 年(令和７年)４月１日から施行する。 
 



２ 第19条の２項における教職職員免許状については、2025年度（令和７年度）入学者から適用

する。 

 


